
⽔⼾市⽴第⼀中学校部活動⽅針 
 適切な休養を確保するための活動時間管理の徹底  

適切な休養日等の設定  
校⻑は，各部活動の活動時間及び休養日等を次のとおり設定し，ホームページや学校便り等で公表する。  

【活動時間の遵守】  
学期中・⻑期休業中 〇１日の活動時間（準備，片付け，移動時間を含まない。） 

・平日は２時間を上限  
・休業日は３時間を上限 

〇原則として授業日の朝の活動は行わない。  
※特例で実施する場合，１日の活動時間の上限の範囲で実施すること。  
※例えば，大会１か月前から無条件で朝の活動を実施するような活動計画は，

生徒の心身の健康を守る観点から不適切である。  
〇週合計 11 時間とする。 
※大会や練習試合等で１日の活動時間の上限を超えた場合，週合計 11 時間となる
ようにその週で調節する。 

※本校の活動時間 
日課 期間 完全下校 活動時間 週合計 

期間 A 
（木曜部活動） 

４月〜９月 17：40 １時間 45 分 10 時間 

期間 B 
（木曜教育相談） 

10 月〜11 月２週 
１月３週〜３月 

17：00 
１時間５分 ６時間 15 分 

11 月３週〜１月２週 16：40 45 分 ５時間 15 分 
【休養日の設定】  

学期中・⻑期休業中 〇週当たり２日以上  
 ・平日１日以上  
 ・休日（土・日曜日）１日以上  

※週末の大会等への参加により，土・日曜日に連続して活動した場合は，休日に
振り替える。ただし，公式大会等において，上位大会に進出し，大会が直後の
１か月以内に控えている場合に限り，コンディション調整を目的として，生徒
が希望する場合は，生徒の心身の疲労回復の状況を確認した上で，校⻑の判断
により，平日に休養日を振り替えることも可とする。  

【完全休養期間】  
夏季休業中  
冬季休業中 
 
学校閉庁日 
試験前 

〇８月 13 日〜８月 15 日  
〇 12 月 29 日〜１月３日  

※ただし，この前後に大会等がある場合には前後に設定する。 
○12 月 28 日，１月４日 
〇定期テスト前 テスト前の２日 
〇実力テスト前 テスト前の１日 

【冬季活動期間】  
11 月から１月までの３か月間を冬季活動期間とし，学校全体で，短時間で効率的・効果的な活動ができる 
よう工夫すること。また，複数のスポーツ・文化芸術活動等を幅広く経験できるよう努めること。 



 熱中症の防止   
 


